
平成 18年 2月 10日 

「架空請求」を行う事業者名の公表について 

 

現在、本市消費生活センターには、利用した覚えのない料金の請求など、「架空請求」に関する相

談が多く寄せられています。 

  

これらの架空請求は、消費者の不安を高めるばかりでなく、消費者被害の要因となっています。 

  

こうした架空請求を行う事業者の不適正な取引行為による被害の未然及び拡大防止を図るため、

「名古屋市消費生活条例」第 16条の 4の規定に基づき、事業者の氏名等を公表します。 

  

記 

1 公表の内容 

平成 17年 10月から 12月までに本市消費生活センターに多数の相談が寄せられた架空請求を

行う事業者の事業者名及び所在地（下表のとおり） 

  

■ 架空請求を行う事業者名 

事業者名 書面に書かれた所在地 架空請求の内容 

法務局認定法人 

民事訴訟通達セン

ター 

東京都台東区浅草橋 4

丁目 19番地 3号 

「消費料金未納分訴訟最終通知書」

という名称を使用。 



法務局認定法人 

民事訴訟管理セン

ター 

東京都文京区湯島 4丁

目 4番地 1号 

民法指定消費料金について、契約会

社ないしは運営会社から民事訴訟と

して訴状の提出がなされ、連絡がな

い場合は、原告側の主張が全面的 

に受理され裁判後の処置として給

与、動産物、不動産物の差し押さえを

執行官立ち会いのもと強制的に行う

ので「執行証書」の交付を承諾するこ

とを求めるとと もに、債権譲渡証明

書を郵送することを通知。 

法務局認定法人の名称を用い裁判

の取下げ等の相談の連絡先として電

話番号を記載し、消費者からの連絡

を促す。 

法務局認可 

消費者管理局 

東京都中央区日本橋 3

丁目 2番 17号 

「民事訴訟通達書」という名称を使

用。 

未納の消費料金について、契約会

社、運営会社から民事訴訟として訴

状の提出がなされ、連絡がない場合

は、原告側の主張が全面的に受理承 

諾され裁判後の措置として、「執行証

書の交付」のもとに給料、動産物、不

動産の差し押さえを執行官立ち会い

のもと強制的に行うので、了承するよ

う求める。 

法務局認可とうたい、訴訟内容及び、

訴訟取下げ等の相談の連絡先として

電話番号を記載し、消費者からの連

絡を促す。 



法務局認定法人 

訴訟消費者管理局 

東京都中央区日本橋 3

丁目 2番 17号 

「民事訴訟通達書」という名称を使

用。 

未納の消費料金について、契約会

社、運営会社から民事訴訟として訴

状の提出がなされ、連絡がない場合

は、原告側の主張が全面的に受理承 

諾され裁判後の措置として、「執行証

書の交付」のもとに給料、動産物、不

動産の差し押さえを執行官立ち会い

のもと強制的に行うので、了承するよ

う求める。 

法務局認定法人の名称を用い、訴訟

内容及び、訴訟取下げ等の相談の連

絡先として電話番号を記載し、消費

者からの連絡を促す。 

株式会社ティアラ 

東京都世田谷区南烏山

3－22－13 

アフェクシオン南烏山 

「再通知」という名称を使用。 

会費の精算について、先に送付した

督促通知への対応がなかったことに

よる再通知。尚支払いを拒絶する場

合は、適法な手段を用いて、必要 な

回収措置を講じること、小額裁判によ

る執行、信用情報登録機関への申請

手続きの実施を行うとして不安をあお

り、会費を速達の現金書留に同封し

て郵送する よう求める。 

執拗に会費払込みの必然性を説き、

一日も早く手続きをするよう促す。 



民事訴訟通達管理

局 

東京都渋谷区神宮前

110 

「総合消費料金未納分訴訟最終通告

書」という名称を使用。 

「未だ連絡がない状態」の「総合消費

料金未納分」について、通信販売契

約会社、運営会社から民事訴訟によ

る訴状が提出されており、この まま

連絡がない場合は、原告側の主張が

全面的に受理され、給与、動産物、

不動産の差し押さえを執行官立ち会

いのもと強制的に行うので、「執行証

書の交付」 を承諾するよう通知。 

民事訴訟、裁判取下げ等の相談の連

絡先として電話番号を記載し、消費

者からの連絡を促す。 

民事訴訟通達管理

センター 

東京都中野区東中野 4

－19－8 

東京財務管理局 
東京都渋谷区笹塚 3－

20－4 

「総合消費料金未納分訴訟最終通告

書」という名称を使用。 

「未だ連絡がない状態」の「総合消費

料金未納分」について、通信販売契

約会社、運営会社から民事訴訟によ

る訴状が提出されており、この まま

連絡がない場合は、原告側の主張が

全面的に受理され、給与、動産物、

不動産の差し押さえを執行官立ち会

いのもと強制執行するので、「執行証

書の交付」 を承諾するよう通知。 

民事訴訟、裁判取下げ等の相談の連

絡先として電話番号を記載し、消費

者からの連絡を促す。 



東京都渋谷区笹塚 3丁

目 20番地 4号 

「司法処分出廷要請最終通達書」と

いう名称を使用。 

「総合消費料金未納分」について、通

信販売契約会社から民事訴訟を受

け、法務省認可通達書であるため、

連絡がない場合は、通達所記載の 

裁判所への出廷となること、更に、給

与及び賞与、動産物・不動産等の差

し押さえを強制的に行うので、「執行

書の交付」を承諾するよう通知。取り

下げ手続き を行う場合や、身に覚え

の無い場合の連絡先として電話番号

を記載し、消費者からの連絡を促す。 

法務局認定法人 

訴訟通達管理局 

東京都中央区日本橋 3

丁目 2番 17号 

「民事訴訟最終通告書」という名称を

使用。 

未納の消費料金について、契約会

社、運営会社から民事訴訟として訴

状の提出がなされ、裁判が開始され

ることを通知。連絡がない場合は、 

原告側の主張が全面的に受理承諾

され裁判後の措置として、「執行証書

の交付」のもとに給料、動産物、不動

産の差し押さえを執行官立ち会いの

もと強制的に行 うので、了承するよ

う通知。 

法務局認定法人の名称を用い、訴訟

内容及び、訴訟取下げ等の相談の連

絡先として電話番号を記載し、消費

者からの連絡を促す。 

法務局認定法人 

民事訴訟通達管理

機構 

東京都千代田区鍛冶町

1－4－16 



株式会社トータルイ

ンフォメーション 

東京都中央区日本橋人

形町 3－1－12 

SKビル 5F 

「未納料金請求書」という名称を使

用。 

携帯電話又はパソコン有料番組サイ

トの利用料金未納による、未納料金、

延滞金及び支払方法の確認につい

て、運営業者から依頼を受けたの 

で、支払いや連絡がない場合は、裁

判手続き、信用情報機関へのブラッ

クリスト登録、給与差し押さえの内容

証明を勤務先に送付することを通

知。 

問い合わせ先電話番号を記載し、消

費者からの連絡を促す。 

株式会社グローバ

ルビジョン 

東京都台東区上野 4－

5－9 

吉野ビル 6F 

株式会社オリエント

ライフ 

東京都中央区日本橋人

形町 3－1－2 

モリイビル 4F 

「未納料金お支払いのお願い」という

名称を使用。 

携帯電話又はパソコン有料番組サイ

トの利用料金未納による、未納料金、

延滞金及び支払方法の確認につい

て、運営業者から依頼を受けたの 

で、支払いや連絡がない場合は、裁

判手続き、金融機関の全停止処分、

信用情報機関へのブラックリスト登

録、給与差し押さえの内容証明を勤

務先に送付するこ とを通知。 

問い合わせ先電話番号を記載し、消

費者からの連絡を促す。 

株式会社セントオフ

ィス 

東京都大田区北千束 2

－16－2 

スカイビル 3F 

株式会社アクロス

ポート 

東京都板橋区高島平 1

－41－2 

ソフィアビル 4F 

株式会社シティーリ

ーフ 

東京都目黒区下目黒 1

－3－1 

太田ビル 3F 



株式会社クレオス 

東京都豊島区東池袋 2

－6－1 

スバルビル 2F 

「未納料金請求通知書」という名称を

使用。 

携帯電話又はパソコン有料番組サイ

トの利用料金未納による、未納料金、

延滞金及び支払方法の確認につい

て、運営業者から依頼を受けたの 

で、支払いや連絡がない場合は、裁

判手続き、信用情報機関へのブラッ

クリスト登録、給与差し押さえの内容

証明を勤務先に送付することを通

知。 

問い合わせ先電話番号を記載し、消

費者からの連絡を促す。 

株式会社ユニバー

ス 

東京都港区西新橋 3－

23－11 

共和ビル 2F 

東郷弁護士事務所 

東京都新宿区西新宿 9

－14－8 

森田ビル 7F 

「受任通知書」という名称を使用。 

通信販売で購入した商品について、

販売業者からの督促にも返答せず、

当事者間の解決が見込めない為、裁

判所への提訴が受理された。後 日、

裁判所からの出廷命令が通達され、

指定の裁判所への出廷となると記載

して不安を持たせ、裁判所の取り消し

を希望する場合の連絡先として事務

所の電話番 号を記載し、消費者から

の連絡を促す。 

株式会社アネイスト 

東京都港区白金 2－3

－1 

メゾンビル 6F 

「未納料金ご催促のお願い」という名

称を使用。 

携帯電話又はパソコン有料番組サイ

トの利用料金未納による、未納料金、

延滞金及び支払方法の確認につい



て、運営業者から依頼を受けたの 

で、支払いや連絡がない場合は、裁

判手続き、金融機関の全停止処分、

信用情報機関へのブラックリスト登

録、給与差し押さえの内容証明を勤

務先に送付するこ とを通知。 

問い合わせ先電話番号を記載し、消

費者からの連絡を促す。 

法務局許可法人 

民事訴訟通達管理

事務局 

東京都豊島区南大塚

1-60-20 

「総合消費料金未納分訴訟最終通告

書」という名称を使用。 

未だ連絡がない状態の「総合消費料

金未納分」について、契約会社、回収

業者から訴訟を受けたので、このま

ま連絡がない場合は、指定裁判 所

へ出廷となることを通知。また裁判後

の措置として、給料、動産物、不動産

の差し押さえを強制執行するので、

「執行証書の交付」を承諾するよう通

知。 

法務局許可法人の名称を用い、民事

訴訟及び、裁判取下げ等の相談の連

絡先として電話番号を記載し、消費

者からの連絡を促す。 

法務局 共同管理

センター 

東京都世田谷区野沢 1

丁目 7番地 6号 

「消費料金未納分訴訟最終通知書」

という名称を使用。 

民法指定消費料金について、契約会

社ないしは運営会社から民事訴訟と

して訴状の提出がなされ、連絡がな

い場合は、原告側の主張が全面的 

法務局 共同管理

センター 

東京都台東区東上野 1

丁目 7番地 12号 



に受理され裁判後の処置として給

与、動産物、不動産物の差し押さえを

執行官立ち会いのもと強制的に行う

ので「執行証書」の交付を承諾するこ

とを求めるとと もに、債権譲渡証明

書を郵送することを通知。 

法務局の名称を用い、民事訴訟及

び、裁判の取下げ等の相談の連絡先

として電話番号を記載し、消費者から

の連絡を促す。 

法務省管轄機構 

民事訴訟管理局 

東京都千代田区霞ヶ関

2－1－1 

「民事訴訟最終告知」という名称を使

用。 

契約会社、運営会社側から契約不履

行による民事訴訟として、訴状が提

出されており、このまま連絡がない場

合は、原告側の主張が全面的に 受

理され裁判後の措置として給料、動

産物、不動産の差し押さえを執行官

立ち会いのもと強制的に行うので、

「執行証書の交付」を承諾するよう通

知。 

法務省管轄機構の名称を用い、訴訟

問題及び、裁判取下げ等の相談の連

絡先として電話番号を記載し、消費

者からの連絡を促す。 

なお、請求文面は、このページの下部に掲載しました。 

  



2 被害にあわないために 

 架空請求のハガキなどは、不特定多数の人に送りつけられています。 

 事業者に電話することは、電話番号などの自分の情報を知らせることになります。相手に

連絡を取らないでください。 

 心当たりがなければ、絶対に無視してください。 

 対応に困った場合は、 

名古屋市消費生活センターの架空請求ホットダイヤルへご相談ください。 

 

■ 参考 

名古屋市消費生活条例（抜粋） 

（不適正な取引行為に対する緊急措置） 

第 16条の 4 市長は、事業者が行う不適正な取引行為により、相当多数の消費者に被害が生

じ、又は生じるおそれがある場合において、当該不適正な取 引行為による被害の発生又は拡大

を防止するために緊急の必要があると認めるときは、速やかに、当該不適正な取引行為を行った

事業者の氏名又は名称及び所在 地その他必要な事項を公表するものとする。 

  



■ 「架空請求」はがきの文面 

文面 1 

 



文面 2-A 

 



文面 2-B 

 



文面 2-C 

 



文面 2-D 

 



文面 3 

 

 


